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第１ 地方財政状況調査

１．調査の概要
地方自治法第 252 条の 17 の 5 に基づき普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、

全国統一基準により各年度の決算に関する調査表を作成するもの。

２．対象となる会計
普通会計（一般会計）
※純計決算額を調査するため、各会計間の重複するものを控除

３．調査結果
普通会計における決算は、前年度より歳入 2億 7,160 万 4千円、歳出 2億 4,449 万 8 千円の

それぞれ増額となり、形式収支は 6億 215 万 6 千円(対前年度：＋2,710 万 6 千円)となった。
歳出の主な増額要因は、ゴリン橋架替工事や生涯学習センター空調設備改修等事業をはじめと
する公共施設の老朽化対策事業の増加や、給与改定による人件費の増額によるものである。歳
入の主な増額要因としては、地方交付税や地方特例交付金の増額、補助事業の増加に伴い国庫
支出金が増額となったことによるものである。

財政調整基金は、当初予算編成及び給与(報酬）改定に伴う人件費の増加等による財源不足を
補うため取崩しを行った。一方、繰越金と普通交付税を財源に積立を行ったことにより、財政
調整基金残高は、前年度末より増加（＋1億 3,032 万 2 千円）した。基金全体としては、減債
基金（＋3,553 万 6 千円）、ふるさと未来夢基金（△4,990 万 6 千円）などにより全体として
1億 435 万 4千円増加した。

地方債残高は、定期償還に加え、地方債発行額を地方債元金償還額以下としたことにより 94
億 7,325 万 6千円（△4,403 万 9 千円）まで縮減した。

（１）決算規模、決算収支等の一覧
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（２）基金、起債残高の状況
ア 基金残高 （単位：千円）

イ 地方債残高

（単位：千円）

※定額運用基金(土地開発基金)を除く



3

（３）歳入決算の状況
歳入決算額は、前年度に対し、＋271,604 千円（＋2.1%）となった。

≪歳入の状況≫ （単位：千円、％）

〇地方税 1,682,884 千円(△54,729 千円、△3.1％)
・町民税（法人） 75,646 千円（△8,689 千円、△10.3％）法人の業績によるもの
・町民税（個人） 537,000 千円（△39,410 千円、△6.8％）国の定額減税によるもの
・固定資産税 897,716 千円（△4,840 千円、△0.5％）３年ごとの評価替えによるもの
・たばこ税 94,101 千円（△2,245 千円、△2.3％）たばこの売り上げ本数によるもの

○地方特例交付金 77,052 千円（＋66,620 千円、＋638.6％）
・国の定額減税による減収を補填する定額減税減収補填特例交付金（＋64,841 千円）を受
けたこと等により増額となった。

〇地方交付税 4,758,357 千円(＋136,277 千円、＋2.9％)
・普通交付税は、基準財政需要額の算定において、過疎対策事業債償還金の増額に伴う公
債費の増額（+20,509 千円、＋2.4％）、包括算定経費の単位費用変更（+800 円）によ
る増額（＋20,074 千円、＋3.2％）のほか、12 月追加交付による臨時財政対策債償還基
金費（＋7,413 千円、＋27.6％）、臨時経済対策費（＋2,955 千円、＋9.5％）及び給与改
定費（＋50,102 千円、皆増）の創設により増額（＋119,221 千円、＋2.7％）となった。



4

〇国庫支出金 1,619,872 千円(＋55,968 千円、+3.6％)
・令和 6年 10 月の制度改正により児童手当の対象者が拡充されたことから、児童手当負
担金が増額（＋32,280 千円、＋20.8％）となった。

・ゴリン橋の架替工事により道路更新防災等対策事業費補助金が増額（＋92,033 千円、
＋89.9％）となった。また、道路改良工事や除雪車の購入などにより、社会資本整備総
合交付金が増額（＋50,136 千円、＋53.7％）となった。

・国の物価高騰対策にかかる定額減税調整給付金や物価高騰対応重点支援給付金の支給に
より、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が増額（＋123,184 千円、＋69.2％）
となった。

・新型コロナウイルス感染症が 5類感染症に移行したことから新型コロナウイルス感染症
地方創生臨時交付金が減額（△197,036 千円、皆減）となった。

〇都道府県支出金 1,017,998 千円（△72,653 千円、△6.7％）
・単年度実施により、物価高騰に係る生活困窮世帯支援事業補助金が減額（△14,067 千
円、皆減）となった。

・事業量の減により、鳥取梨生産振興補助金が減額（△21,293 千円、△37.1％）となった。
畜産・酪農収益力整備等特別対策事業費補助金（△13,750 千円、皆減）、鳥取型低コス
トハウスによる施設園芸等推進事業費補助金（△14,414 千円、皆減）は事業完了により
減額となった。

〇寄附金 277,403 千円(+16,692 千円、+6.4％)
・企業版ふるさと納税地方創生寄附金が増額（＋18,200 千円、＋910.0％)となった。

〇繰入金 804,797 千円(＋62,032 千円、＋8.4％)
・財政調整基金繰入金（＋98,869 千円、＋32.7％）、公共施設等基金繰入金（＋23,010 千
円、＋576.7％）及び企業版ふるさと納税地方創生基金繰入金（＋21,369 千円、+1,107％）
が増額となった。

・令和 5年度に廃止した下水道事業推進基金繰入金（△63,687 千円、皆減）及び農業集落
排水事業推進基金繰入金（△19,844 千円、皆減）が減額となった。

〇地方債 1,274,700 千円(＋25,200 千円、＋2.0％)
・生涯学習センター空調設備改修事業等による緊急防災・減災事業債（＋104,500 千円、
＋121.9％）や、田越・笠見地区浸水対策事業等による緊急自然災害防止対策事業債
（＋94,300 千円、＋488.6％）の発行が増額となった。

・ふなのえこども園・成美地区公民館建設事業等による過疎対策事業債（△139,800 千円、
△13.5％）の発行は減額となった。
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（４）歳出決算の状況
歳出決算額は、前年度に対し、＋244,498 千円（＋2.0%）となった。

ア 目的別 （単位：千円、％）

イ 性質別 （単位：千円、％）

○人件費 2,249,981 千円（＋236,675 千円、＋11.8％）
・人事院勧告に基づく給与（報酬）改定に伴い、報酬・給料・期末勤勉手当の増額となったこ
とにより、一般職が 83,237 千円（＋8.5％）、特別職が 76千円（＋0.2％）、議員が 1,446 千
円（＋2.4％）及び会計年度任用職員が 107,151 千円（＋25.0％）、それぞれ増額となった。
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○物件費 1,782,005 千円（＋234,629 千円、＋15.2％）
・情報システム標準化や戸籍のフリガナ対応、書かない窓口の導入に伴うシステム改修が必要
となり、経費が増額（＋116,160 千円、皆増）となった。

・普通財産のうち未利用財産の解体工事を行ったため、増額（＋27,167 千円、＋518.4％）とな
った。

・小学校教師用指導書及びデジタル教科書の購入により、教育振興費が増額（＋21,344 千円、
＋1,156％）となった。

○補助費等 1,790,384 千円（△264,741 千円、△12.9％）
・ふるさと納税に係る返礼品の支出科目を変更したことにより、減額（△89,857 千円、皆減）
となった。

・令和５年度実績に基づく国庫補助金・負担金等の返納金が減額（△36,030 千円、△44.7％）
となった。

・県営ほ場整備幹線道路等事業費及び利子補給事業（△45,118 千円、皆減）や畜産経営緊急救
済事業（△34,911 千円、皆減）が減額となった。

○公債費 1,377,505 千円（△60,448 千円、△4.2％）
・定期償還として行う元金償還（△63,265 千円、△4.6％）が減額となり、利子償還（＋2,817
千円、＋5.0％）が増額となった。

○投資的経費 1,693,812 千円（△26,854 千円、△1.6％）
・安田地区公民館事業（＋168,223 千円、皆増）、ゴリン橋架替工事（＋292,601 千円、＋8,166％）
が増額、一里松団地屋根改修工事（△20,965 千円、△56.5％）が減額するなどし、普通建設
事業費（補助事業）は増額（＋129,506 千円、＋23.9％）した。

・ふなのえこども園・成美地区公民館建設事業（△419,448 千円、△96.0％）が減額、生涯学習
センター管理費（空調設備改修等）（＋382,479 千円、＋2,376％）、東伯総合公園改修事業
（＋165,771 千円、＋2,691％）が増額するなどし、普通建設事業費（単独事業）は減額（△
77,710 千円、△7.6％）となった。
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（５）財政構造の弾力性（経常収支比率、財政力指数）
ア 経常収支比率 92.3% ［対前年度：＋0.1％］

【参考】財政力指数(単年度) R2：0.32、R3：0.29、R4：0.30、R5：0.30、R6：0.30

【算定式】

経常収支比率：義務的性格の経常経費に、経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見る
ことにより当該団体の財政構造の弾力性を判断するための指標

経常経費充当：人件費、扶助費、公債費などの毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に
充当された一般財源

経常一般財源：地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源

・歳出においては、補助費（△114,858 千円）が減額したが、経常経費充当一般財源の人件
費（＋253,165 千円）、物件費（＋28,992 千円）、公債費（＋16,437 千円）などの増額に
より全体として 178,519 千円増額した。

・歳入においては、定額減税の影響により地方税が減額（△54,729 千円）したが、定額減税
減収補てん特例交付金（64,841 千円）により地方特例交付金が増額（＋66,620 千円）した。
また、地方消費税交付金の増額（＋21,093 千円）、地方交付税の増額（＋119,221 千円）
などにより、全体として 183,158 千円増額した。

・歳出（分子）は増加したが、歳入（分母）も増加したため、経常収支比率は微増し、
＋0.1 ポイントの 92.3％となった。

＋    ＋

経常経費充当一般財源

経常一般財源総額   減収補填特例分 臨時財政対策債
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イ 財政力指数（3ヶ年間の平均） 0.30［対前年度：±0 増減なし ］

【算定式】

※過去３ヶ年間の平均

※財政力指数が「１」に近い団体ほど財源に余裕がある団体。
「１」を超える場合、普通交付税の不交付団体となる。

・財政力指数については、令和６年度(単年度)の財政力指数は前年度に比べ、0.004 ポイント
悪化し、3ヶ年間の平均である本指数は、前年度に比べ増減はなかった。

基準財政収入額

基準財政需要額

基準財政収入額

基準財政需要額
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第２ 健全化判断比率

１．調査の概要
地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、当該比率に応じて財政の早期健全

化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定するとともに、当該計画
の実施の促進を図り、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としたもの。
【根拠法令】地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19年法律第 94号）

２．対象となる会計
※純計決算額を調査するため、各会計間の重複するものを控除

①普通会計 ：一般会計
②特別会計 ：国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計
③公営企業会計：水道事業会計、簡易水道事業特別会計、下水道事業会計、

船上山発電所管理特別会計
④一部事務組合等：鳥取中部ふるさと広域連合、鳥取県町村総合事務組合、

鳥取県後期高齢者医療連合

○国等の関与による確実な再生
・財政再生計画の策定（議会の議

決）、外部監査の要求の義務付け
・財政再生計画は、総務大臣に協議

し、同意を求めることができる
【同意無】

・災害復旧事業等を除き、地方
債の起債を制限

【同意有】
・収支不足額を振り替えるた

め、償還年限が計画期間内で
ある地方債（再生振替特例
債）の起債可

・財政運営が計画に適合しないと認め
られる場合等においては、予算の変
更等を勧告

○自主的な改善努力による
財政健全化

・財政早期健全化計画の策定（議会の
議決）、外部監査の要求の義務付け

・実施状況を毎年度、議会へ報告
・早期健全化が著しく困難と認められ

るときは、総務大臣または知事が必
要な勧告

○指標の整備と情報開示の徹底

→監査委員の審査に付し議会に報告し
公表

・実質公債費比率 18.0%未満の団体に
あっては、一部地方債については、
届出による起債が可能

※琴浦町にあっては、実質公債費比
率の目標を 18.0%未満としてい
る。

資金不足比率
（公営企業ごと）

20%
経営健全化基準

将来負担比率 350.0%

連結実質赤字比率 19.12% 30.00%

実質赤字比率 14.12% 20.00%

実質公債費比率 25.00% 35.00%

財政再生基準

（
健
全
財
政
）

財政の再生健全段階 財政の早期健全化

（
財
政
悪
化
）

早期健全化基準
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３．調査結果

（１）各指標の結果一覧

ア 実質赤字比率

イ 連結実質赤字比率

年 度 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

令和６年度 － － 11.6% 36.3%
令和５年度 － － 12.3% 50.4%

増減 － － △0.7% △14.1%

令和６年度においても、実質赤字はなかった。

令和６年度においても、各対象会計において実質赤字はなかった。

▼実質赤字比率とは、
(ア) 普通会計の実質赤字の標準財政規模※に対する指標
(イ) 普通会計の赤字の程度を表す指標で、財政運営の深刻度を示す。

【対象会計】普通会計（一般会計）

【算定式】

※標準財政規模･･･地方公共団体の一般財源の標準的大きさを示すもの
（標準財政規模）＝（標準税収入額等）＋（普通交付税額）＋（臨時財政対策債発行可能額）

▼連結実質赤字比率とは、
(ア) 全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
(イ) 全ての会計の赤字の程度を表す指標で、自治体全体の財政運営の深刻度を示します。
【対象会計】普通会計（一般会計）特別会計（国保会計、介護会計、後期高齢会計）

公営企業会計（水道、簡易水道、下水道、電気）
【算定式】

連結実質赤字額とは
次の①及び②に掲げる額の合計が、③及び④に掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額をいう。
⇒ 実質赤字額 ＝（①＋②）－（③+④）
①一般会計又は公営企業以外の特別会計のうち実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額
②公営企業の特別会計のうち、資金不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
③一般会計又は公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額
④公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額が生じた会計の資金の剰余額の合計額

連結実質赤字額

標準財政規模

一般会計等の実質赤字額

標準財政規模
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ウ 実質公債費比率

（単年度実質公債費比率については、1.54 ポイントの改善）

①地方債の元利償還金 1,377,505 千円（＋13,918 千円、＋1.0％）

②準元利償還金 503,878 千円（△69,568 千円、△12.1％）
一般会計から公営企業会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認めら

れる繰出金が減額（△56,599 千円、△10.8％）した。

③特定財源 38,014 千円（△2,519 千円、△6.2％）
住宅使用料(現年）のうち、地方債の元利償還金に充当することができる住宅使用料が減少

（△2,698 千円）した。

④元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 1,260,508 千円（＋20,643 千円、＋1.7％）
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額は、交付税算入の有利な過疎対策

事業債の償還費が増えたことにより増加した。

⑤標準財政規模 6,788,917 千円（＋112,765 千円、＋1.7％）
臨時財政対策債発行可能額は減額（△16,722 千円）となったが、普通交付税の増額

（＋119,221 千円）により増加した。

以上の結果、分母については普通交付税の増額により増加し、分子については一般会計から
公営企業会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰出金の減額
により減少したことが主な要因となり、実質公債費比率（単年度）は令和３年度と令和６年度
の比較で△1.89％改善したことから、3カ年平均については、11.6％（△0.7％）に改善した。

令和６年度：11.6%（対前年度：△0.7%、令和５年度：12.3%）

▼実質公債費比率とは、
(ア) 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
(イ) 借入金の返済額及びこれに準じる額の程度を表す指標で、資金繰りの危険度を示す。
(ウ) 3 カ年の平均値で表される。

【対象会計】
普通会計（一般会計） 特別会計（国保会計、介護会計、後期高齢会計）
公営企業会計（水道、簡易水道、電気、下水道） 一部事務組合・広域連合等

【算定式】

※準元利償還金・・・公営企業、一部事務組合等の償還財源とするための一般会計からの繰入金、負担金等

   －

①地方債の元利償還金 ③特定財源
＋                           ＋    

②準元利償還金 ④元利償還金・準元利償還金
   に係る基準財政需要額算入額

④元利償還金・準元利償還金
    に係る基準財政需要額算入額

⑤標準財政規模    －
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エ 将来負担比率

①将来負担額 15,986,960 千円（△678,529 千円、△4.1％）
地方債現在高の減少（△44,039 千円）や、公営企業債等繰入見込額が減少

（△588,515 千円）するなど、将来負担額は減少した。

②充当可能財源等 13,979,510 千円（＋58,408 千円、＋0.4％）
地方債現在高の減少に伴い、公債費に係る基準財政需要額算入見込額が減少（△234,555

千円）したが、基金残高の増加により充当可能基金が増加（＋320,490 千円）したことによ
り、充当可能財源等は増加した。

③標準財政規模 6,788,917 千円（＋112,765 千円、＋1.7％）
普通交付税の増額（＋119,221 千円）及び臨時財政対策債発行可能額の減額（△16,722 千

円）により増加した。

令和６年度：36.3%（対前年度：△14.1％、令和５年度：50.4%）

▼将来負担比率とは
(ア) 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
(イ) 将来の財政負担の大きさを示す

【対象会計】
普通会計（一般会計）、 特別会計（国保会計、介護会計、後期高齢会計）
公営企業会計（水道、簡易水道、電気、下水道）、一部事務組合・広域連合等（ふるさと広域連合等）

【算定式】
     －

     －

①将来負担額 ②充当可能財源等

③標準財政規模 ④算入公債費等の額
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④算入公債費等の額 1,260,508 千円（＋20,643 千円、＋1.7％）
地方債現在高は減少したが、交付税算入の有利な過疎対策事業債の償還費が増えたことに

より、算入公債費等の額は増加した。

以上の結果、公営企業債等繰入見込額の減少が主な要因となり、将来負担比率は 36.3％
（△14.1％）に改善した。

オ 資金不足比率
令和６年度においても、各対象会計において、資金不足はなかった。

▼資金不足比率とは
公営企業の資金の不足額の事業規模に対する比率

【対象会計】 公営企業会計（水道、簡易水道、下水道、電気）
【算定式】

▼資金不足額
●法適用企業

（流動負債+建設改良等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債現在高－流動資産） － （解消可能資産不足額）
●法非適業企業

（歳出額+建設改良等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高－歳入額） － （解消可能資金不足額）
※解消可能資産不足額：事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事情がある場合において、
資金の不足額から控除する一定の額

▼事業の規模
●法適用企業 ：営業収益の額 － 受託工事収益の額
●法非適用企業：営業収益に相当する収入の額 － 受託工事収益に相当する収入の額

資金不足額

事業の規模


